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観光庁国際観光課 

 

全国通訳案内士デザイン活用について 

全国通訳案内士の認知度向上・魅力発信を図るべく、デザインが決定していたもの
について、下記のとおり、全国通訳案内士デザイン使用申請手続きを作成しておりま
す。こちらのデザインについては、バッジだけでなく、名刺等にも活用可能ですので、
より一層ご活用くださいますようお願いいたします。 
なお、本デザインについては、原則全国通訳案内士の方のみ申請・利用可能なもの

となっておりますので、ご承知おきください。 
 

記 
 
【全国通訳案内士デザイン使用申請手続き】 
 
1.以下の要領でメールにてご申請ください。 
宛先：hqt-tuuyaku☆gxb.mlit.go.jp（観光庁国際観光課通訳案内士担当） 
（※実際にメールする際は☆を＠に置き換えてください。） 
件名：全国通訳案内士デザイン使用申請（所属組織名 or 個人名） 
別添の「全国通訳案内士デザイン使用申請書」に必要事項を記入の上、メー
ルに添付 
使用申請書記載事項 
①申請者情報 
②使用目的 
③作成数 
④使用方法 
※ポスター等紙媒体に活用する場合には、具体的な活用方法がわかる資料を
添付。 
⑤使用希望開始日 
⑥登録証 
※申請者自身の全国通訳案内士登録証（裏面含む）の写しを別途添付 
 
2.内容を審査して、担当者から許可、不許可の連絡をします。 
 
3,（許可の場合）後日、デザインを活用したものについて、現物を１部以下
宛にご提出ください。 
提出先：〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-2  

観光庁国際観光課通訳案内士担当 


